
 

 

 

 弾道ミサイル発射によるＪアラート受信時の対応 

 

１ 弾道ミサイル発射によるＪアラートを受信した場合、発射から極めて短時間で着弾すること

が予想されるので、生徒並びに教職員は直ちに身を守るための避難行動をとること。その際、

パニックによる被害が起きないよう落ちついて行動するとともに、安全が確認できるまでは避

難行動を継続すること。(避難行動については別紙参照) 

 

２ 状況に応じて、以下のように対応する。 

（１）通勤・通学前やその途中でＪアラートが受信された場合  

【教職員】避難行動をとり、安全が確認できれば出勤する。情報を収集し、生徒に自宅待機    

継続、または、安全が確認できれば登校の連絡をする。(ﾒｰﾙ､HP) 

【生 徒】避難行動をとり、自宅で待機する。学校から登校の連絡があれば登校する。 

       通学途中の場合も避難行動をとり、安全が確認できれば登校を再開する。公共交

通機関利用の場合はその指示に従い、落ちついて行動する。 

 

（２）在校時にＪアラートが受信された場合 

【教職員】生徒に避難行動をとらせる。 

       ①授業、部活、行事等すべて中断し、落ちついて避難行動をとらせる。 

       ②建物内にいる場合は窓から離れ、待機。屋外の場合は近くの校舎へ避難。 

       ③生徒･教職員の安否を確認し、異常があれば管理職へ報告する。 

④管理職の指示に従い、授業等を再開（中止、帰宅）させる。 

 【生 徒】教職員の指示に従い、速やかに避難行動をとる。 

 

（３）土・日・祝日や長期休業中の部活動等学校管理下活動中 

【教職員】①部活動等を中断し、生徒に避難行動をとらせる。 

②状況・活動場所などを管理職に報告し、指示を受ける。 

③安全が確認できれば再開（または中止、帰宅、帰県）させる。 

 【生 徒】教職員の指示に従い、速やかに避難行動をとる。 

 

３ その他 

（１）Ｊアラートの有無にかかわらず、日本国内に着弾、被害が出た場合は活動を中止し、行政

機関からの情報に従って行動する。学校管理下の場合は管理職の指示を受ける。 

（２）学校の指示により帰宅させる場合、必要に応じて学級担任･部活動顧問等が保護者との連絡

にあたる。 

（３）管理職は、県教委の「風水害、地震（津波）、火災、爆発発生時の対応」に準じて報告。 

（被害の有無にかかわらず、高校教育課へ FAX送付。） 

 

 ＊詳細は国民保護ポータルサイト（http://www.kokuminhogo.go.jp/）で確認すること。 

 

 

 

 

 



 

 

 


